
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、イベントや講座などは中止・延期・内容が 変更になる場合があります。最新の情報は、本市公式ホームページか、各問合せ先でご確認ください。

法
定
後
見
の
市
長
申
立

問 

各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（

12
㌻
）

問 

本
庁
舎
障
が
い
福
祉
課

 

０
８
５
７-

30-

８
２
１
７

 

０
８
５
７-

20-

３
９
０
７

　

成
年
後
見
制
度
は
、
認
知
症
や
知
的

障
が
い
・
精
神
障
が
い
な
ど
に
よ
り
判

断
能
力
が
不
十
分
な
人
の
権
利
を
守
る

た
め
、
親
族
な
ど
の
申
立
に
よ
り
家

庭
裁
判
所
が
選
任
す
る
後
見
人
な
ど

が
、
預
貯
金
の
管
理
や
日
常
の
契
約
行

為
な
ど
を
本
人
に
代
わ
っ
て
行
う
制
度

で
す
。
親
族
な
ど
に
よ
る
支
援
が
で
き

な
い
人
や
身
寄
り
の
な
い
人
に
つ
い
て

は
、
市
長
が
申
立
を
行
い
ま
す
。

お
知
ら
せ

屋
外
広
告
物
に
関
す
る
お
知
ら
せ

問 

本
庁
舎
都
市
企
画
課

 

０
８
５
７-

30-

８
３
４
２

 

０
８
５
７-

20-

３
９
５
３

【
９
月
１
日
～
10
日
は
屋
外
広
告
物
適

正
化
旬
間
で
す 

～
ご
存
じ
で
す
か 

屋

外
広
告
物
の
ル
ー
ル
～
】

　

国
土
交
通
省
で
は
、
屋
外
広
告
物
の

適
正
化
を
一
層
推
進
す
る
た
め
、「
屋

外
広
告
物
適
正
化
旬
間
」
を
設
定
し
て

い
ま
す
。

　

鳥
取
市
に
お
い
て
も
、
良
好
な
景
観

の
形
成
と
公
衆
に
対
す
る
危
害
の
防
止

を
目
的
と
し
て
、
広
告
物
の
設
置
に
つ

い
て
の
基
準
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

屋
外
広
告
物
を
設
置
し
て
い
る
人

や
、設
置
場
所
を
提
供
し
て
い
る
人
は
、

適
正
な
広
告
物
の
管
理
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

【
屋
外
広
告
物
の
安
全
点
検
が
義
務
化

さ
れ
ま
す
】

　

鳥
取
市
屋
外
広
告
物
条
例
等
の
一
部

改
正
に
よ
り
、
10
月
１
日
か
ら
屋
外
広

告
物
の
安
全
点
検
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

【
主
な
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
】　

●
原
則
す
べ
て
の
屋
外
広
告
物
等
の
所

有
者
な
ど
に
、
２
年
ご
と
（
設
置
時
お

よ
び
設
置
後
２
年
ご
と
）
の
安
全
点
検

の
実
施
と
点
検
結
果
の
記
録
を
義
務
化

※
許
可
の
要
・
不
要
問
わ
ず

●
高
さ
４
㍍
超
ま
た
は
表
示
面
積
10
平

方
㍍
超
の
屋
外
広
告
物
に
つ
い
て
は
有

資
格
者
に
よ
る
点
検
が
必
要

●
点
検
結
果
の
記
録
（
保
管
）
お
よ
び

提
出
を
義
務
化

　

改
正
内
容
の
詳
細
は
、
本
市
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

家
屋
の
取
り
壊
し
・
用
途
変
更

問 

本
庁
舎
固
定
資
産
税
課

 

０
８
５
７-

30-

８
１
５
８

 

０
８
５
７-

20-

３
９
２
０

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
を

基
準
日
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
基
準

日
ま
で
に
家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を

取
り
壊
し
た
場
合
や
、
事
務
所
・
店

舗
・
倉
庫
か
ら
住
宅
に
変
わ
っ
た
な
ど

家
屋
の
用
途
を
変
更
し
た
場
合
は
、
翌

年
の
税
額
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
早
急
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
法
務
局
で
登
記
の
手
続
き
を

さ
れ
た
場
合
は
、

届
け
出
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

9 月将来もらう老齢年金を
増やすことができます
問 鳥取年金事務所   0857-27-8311
問 本庁舎保険年金課

 0857-30-8224   0857-20-3906

■付加保険料を納めて、年金を増やそう
　第 1 号被保険者は、月々の定額保険料に付加
保険料（月 400 円）をプラスして納めると、将
来もらう老齢基礎年金に 200 円×付加保険料
納付月数を上乗せして受け取ることができます

（年額）。
　例えば、10 年（120 月）納めると 48000 円
上乗せして納めることになりますが、将来 1 年
に受け取る付加年金は年に 24000 円増えるこ
とになり、大変お得です。ただし、付加保険料
は申出をした月からの納付になり、遡ることは
できません。
■受給資格期間が足らないときは任意加入を
　老齢基礎年金をもらうための受給資格期間は
10 年（120 月）以上必要ですが、60 歳になっ
ても 120 月に満たない人や、満額の 480 月に
近づけたい人は、65 歳まで任意加入すること
ができます。
　65 歳になっても 120 月に満たない場合は、
70 歳まで加入期間を延長することができます

（120 月になった時点で資格喪失になります）。
　ただし、任意加入期間は免除制度の適用はあ
りませんのでご注意ください。
■免除などの承認期間は10年まで追納できます
　免除、納付猶予、学生納付特例が承認された
期間については年金の受給資格期間に入ります
が、納付したときに比べると将来の受給額は少
なくなります。
　国民年金保険料は 2 年 1 か月前分までしかさ
かのぼって支払うことができませんが、免除な
どが承認された期間は 10 年以内であれば、あ
とから保険料を納めることができ、追納するこ
とで将来の年金額を増やすことにつながります。

福　
祉

長
寿
社
会
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問 

本
庁
舎
長
寿
社
会
課

 

０
８
５
７-

30-

８
２
１
１（
①
）

 

０
８
５
７-

30-

８
２
１
３（
②
・
③
）

 

０
８
５
７-

20-

３
９
０
６

問 

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

12
㌻
）

問 

各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（

12
㌻
）

【
①
高
齢
者
へ
の
日
常
生
活
用
具
購
入

費
助
成
】

容
次
の
全
て
の
条
件
に
該
当
す
る
人

に
対
し
、
安
全
に
日
常
生
活
を
送
る
た

め
に
必
要
な
生
活
用
具
を
購
入
す
る
費

用
の
一
部
を
助
成　

対
▽
対
象
者
：

①
お
お
む
ね
65
歳
以
上
で
ひ
と
り
暮
ら

し
の
高
齢
者
な
ど　

②
認
知
症
ま
た
は

身
体
機
能
の
低
下
に
よ
り
防
火
な
ど
へ

の
配
慮
が
必
要
な
人　

③
市
民
税
が
非

課
税
の
世
帯　

▽
対
象
品
目
：
電
磁
調

理
器
（
１
台
）、
自
動
消
火
器
（
２
台

ま
で
）
の
ど
ち
ら
か
１
品
目　

額
電

磁
調
理
器
（
助
成
対
象
額
３
万
円
ま

で
）、
自
動
消
火
器
（
助
成
対
象
額

２
万
円
ま
で
）の
助
成
対
象
額
の
う
ち
、

10
分
の
９
に
相
当
す
る
額　

※
申
請
に

は
印
鑑
（
自
署
の
場
合
は
押
印
不
要
）

と
領
収
書
（
購
入
日
、
対
象
者
お
よ
び

販
売
店
舗
名
の
記
入
さ
れ
た
も
の
）
が

必
要
。

【
②
お
れ
ん
じ
ド
ア
と
っ
と
り
】

時
９
月
30
日
（
木
）
10:

00
〜
12:
00

所
渡
辺
病
院
南
館
１
階　

容
認
知
症

の
当
事
者
の
情
報
交
換
の
場　

料
無
料

【
③
認
知
症
介
護
家
族
の
集
い
】

時
９
月
10
日
（
金
）
10:

00
〜
12:

00

所
本
庁
舎
３
階
会
議
室
３-

１　

容
情

報
交
換
を
し
な
が
ら
交
流　

料
無
料

　

認
知
症
に
関
す
る
相
談
は
各
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
次
の
各
セ
ン
タ
ー

で
も
受
け
て
い
ま
す
。

問 

認
知
症
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
認
知

症
の
人
と
家
族
の
会
鳥
取
県
支
部
）

　

毎
週
月
〜
金　

10:

00
〜
18:

00

 

０
８
５
９-

37-

６
６
１
１

問 

認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー

（
渡
辺
病
院
）

 

０
８
５
７-

39-

１
１
５
１

人
権
と
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
講
座

問 

中
央
人
権
福
祉
セ
ン
タ
ー

 

０
８
５
７-

24-

８
２
４
１

 

０
８
５
７-

24-

８
０
６
７

所
人
権
交
流
プ
ラ
ザ
２
階
研
修
室

定
各
30
人　

※
要
申
込
み　

料
無
料

【
第
４
回
】

時
９
月
18
日
（
土
）
13:

00
〜
14:

45

容
▽
映
画
上
映
会
：「
私
は
ワ
タ
シ
」

（
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
人
た
ち
の
生
き
ざ
ま
を

描
い
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
）

【
第
５
回
】

時
９
月
28
日
（
火
）
13:

30
〜
15:

30

容
▽
講
演
：「
見
え
な
い
※

ヤ
ン
グ
ケ

ア
ラ
ー
」　

▽
講
師
：
宮み

や
も
と
き
ょ
う
こ

本
恭
子
さ
ん

（
島
根
大
学
法
文
学
部
教
授
）　

※
ヤ
ン

グ
ケ
ア
ラ
ー
：
家
族
の
介
護
や
世
話
の

負
担
が
手
伝
い
の
範
囲
を
明
ら
か
に
超

え
て
い
る
18
歳
未
満
の
子
ど
も

精
神
障
が
い
者
地
域
生
活
サ

ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

問 

ベ
ス
ト
フ
レ
ン
ド
事
務
局

 

０
９
０-

３
１
７
３-

７
２
８
４

時
10
月
23
日
、
11
月
６
日
（
土
）

13:

30
〜
16:

00　

所
さ
わ
や
か
会
館

３
階
多
目
的
室　

容
【
10
月
23
日
】

▽
開
講
式　

▽
講
義
「
精
神
障
が
い
者

の
正
し
い
理
解
」  

講
師
：
原は

ら
だ田 

豊ゆ
た
か

さ

ん
（
鳥
取
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
所
長
）　

▽
意
見
交
換　
【
11
月
６

日
】
▽
講
義
「
地
域
で
の
生
活
支
援
」

講
師
：
檜ひ

や
ま山

常つ
ね
お雄

さ
ん
（
特
定
非
営
利

活
動
法
人
み
ん
な
の
家
代
表
理
事
）　

▽
ベ
ス
ト
フ
レ
ン
ド
の
活
動
紹
介

▽
閉
講
式　

※
講
座
終
了
後
、
ベ
ス
ト

フ
レ
ン
ド
会
員
と
し
て
支
援
活
動
を
行

う
こ
と
で
、
若
干
の
費
用
弁
償
あ
り

対
精
神
保
健
福
祉
に
熱
意
が
あ
り
趣

旨
に
賛
同
す
る
人　

料
無
料　

募
申

込
書
を
記
入
の
う
え
、10
月
８
日
（
金
）

ま
で
に
事
務
局
へ
送
付　

※
申
込
書
は

本
庁
舎
総
合
案
内
、
駅
南
庁
舎
総
合
案

内
、
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
で
配
布

　
　
イ
ベ
ン
ト
・
講
習
会
な
ど
に
参
加

の
際
は
、マ
ス
ク
の
着
用
や
手
指
消
毒
、

体
温
測
定
な
ど
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
策
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

！

こてざえもん

凡
例
　

時
＝
日
時
　

所
＝
場
所
　

容
＝
内
容
　

対
＝
対
象
　

条
＝
条
件
　

員
＝
定
員
　

数
＝
数
量
　

額
＝
支
給
・
助
成
額
な
ど

　
　
　

料
＝
料
金
　

募
＝
募
集
期
間
・
方
法
　

受
＝
受
付
　

持
＝
持
参
す
る
も
の
　

問
＝
問
い
合
わ
せ
先
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